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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体の脚部を含む筋肉の一定の収縮状態を再現するために用いられる身体固定補助装置
であって、
　架台と、
　前記架台の上に乗った使用者の身体を固定する身体固定手段と、
　前記身体固定手段により固定された使用者の身体の筋放電量を計測する筋放電量計測手
段と、
　前記身体固定手段による身体固定を変える駆動制御手段と、
　前記駆動制御手段により前記身体固定手段による身体固定状態を変化させていったとき
、前記筋放電量計測手段により筋放電量を計測し、その計測値のなかで最小値となった身
体固定状態が筋肉の最も弛緩している状態であるとして、当該身体固定手段の設定状態及
び最小値を記憶する記憶手段と、
を備え、
　前記駆動制御手段は、２回目以降の測定において、前記記憶手段に記憶させた身体固定
手段の設定状態を再現するように前記身体固定手段を駆動制御することを特徴とする身体
固定補助装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、筋断面撮影等の測定において、人体を固定するために用いられる身体固定補
助装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、運動効果を計測するためのひとつの方法として、筋肉の肥大を測定することが挙
げられる。この筋肥大の測定は、人体を架台に固定して、筋断面撮影等により筋肉の断面
積を測定することにより得られる。しかし、この筋断面積の測定においては、筋肥大の大
きさが一般に数ヶ月で数％程度と極めて小さいため、その測定精度を高くすることが要求
されるので、測定の誤差による影響を極力減らす必要がある。また、この筋断面積は、図
８（ａ）、（ｂ）に示すように、筋収縮がない筋肉の弛緩した状態の筋断面積Ｍ１に比較
して、筋収縮がある状態の筋断面積Ｍ２の方が小さくなり、この筋収縮により筋断面積が
異なるので、筋収縮状態により筋断面積測定結果が影響を受ける。例えば、大腿部の筋断
面積を測定する際に、足関節の底屈／背屈角度や外転／内転角度が変化すると、大腿部に
は筋収縮が生じて形状変化が起こり、これにより大腿部の筋断面積が変化していた。また
、筋収縮によって膝蓋骨などの位置や関節の隙間幅が変化するため、測定部位を正確に合
わせられなかった。このため、筋収縮状態により、筋断面積の測定に差異が生じ、測定の
再現性が低下し、筋肥大等を正確に測定することが困難であった。
【０００３】
　ところで、例えば、特許文献１に示されるように、刺激電流器と記録装置を有するケー
シングと、ケーシングに挿入された回転台とから成り回転台に載置された足を載せるベー
スプレートと、足を固定する肢体保持体と、踵保持体代とを有した筋収縮を検査するため
の検査装置が知られている。しかしながら、この装置は、筋断面積の測定部位の筋収縮を
少なくして測定するものでないので、筋断面積測定等において、測定毎に測定部位の筋収
縮状態が異なる可能性があり、測定の再現性、測定精度において満足できないことがあっ
た。
【０００４】
　また、特許文献２に示されるように、支持方向において伸縮自在に形成されたボディー
サポート面、ボディーサポート面と共に、身体を取り囲んで真空チャンバーを形成する外
部エレメントを備え、真空チャンバーと連通する吸引口を有し、身体を固定／加圧／型を
成形する装置が知られている。
【０００５】
　また、特許文献３に示されるように、台座に固定され上下に延びるレールと、レールに
沿って昇降変位される受け台と、受け代の設けられた背もたれ部と、背もたれ部の下に設
けられた着座部と、着座部の受け台との上下位置を変化させる案内手段と、受け台を昇降
する昇降手段とを備え、脳磁界測定を行うための人体測定ヘッドが知られている。
【０００６】
　しかしながら、特許文献２及び特許文献３に示した各装置においては、人体の脚部等の
筋収縮状態を測定するために身体を固定するものでないので、筋断面積測定等において再
現性良い測定を得ることができなかった。
【特許文献１】特公平７－８７８３４号公報
【特許文献２】特表２００１－５１００６４号公報
【特許文献３】特開平７－３２８０８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記問題を解決するものであり、人体の脚部を含む筋肉の筋収縮状態を計測
して、以前計測した筋収縮の状態を再現することができる身体固定補助装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　上記目的を達成するために請求項１の発明は、人体の脚部を含む筋肉の一定の収縮状態
を再現するために用いられる身体固定補助装置であって、架台と、前記架台の上に乗った
使用者の身体を固定する身体固定手段と、前記身体固定手段により固定された使用者の身
体の筋放電量を計測する筋放電量計測手段と、前記身体固定手段による身体固定を変える
駆動制御手段と、前記駆動制御手段により前記身体固定手段による身体固定状態を変化さ
せていったとき、前記筋放電量計測手段により筋放電量を計測し、その計測値のなかで最
小値となった身体固定状態が筋肉の最も弛緩している状態であるとして、当該身体固定手
段の設定状態及び最小値を記憶する記憶手段と、を備え、前記駆動制御手段は、２回目以
降の測定において、前記記憶手段に記憶させた身体固定手段の設定状態を再現するように
前記身体固定手段を駆動制御するものである。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１の発明によれば、使用者の身体、例えば脚部の足関節の状態を変化させながら
筋収縮状態を筋放電量計測手段により計測することにより、以前計測した筋収縮の状態を
再現することができ、筋収縮測定の再現性及び測定精度を高めることができる。また、本
装置を使用して筋収縮状態を常に略同じ状態に固定した状態で筋断面撮像等による筋断面
積測定を行えば、筋収縮による筋断面積の測定誤差を少なくでき、筋肥大等の測定精度を
向上することが期待できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の第１の参考形態に係る身体固定補助装置について図１、図２を参照して
説明する。本参考形態に係る身体固定補助装置１は、筋肥大等を検査するために筋断面積
を測定する筋断面撮影等において使用され、身体の脚部を含む筋肉の収縮状態を測定する
ときに、筋肉が最も弛緩している筋収縮最小の身体固定状態を再現するために用いられる
装置である。
【００１３】
　図１は、本参考形態の身体固定補助装置１の構成を示す。身体固定補助装置１は、架台
２と、足関節固定装置４（身体固定手段）と、筋電位計測装置５（筋放電量計測手段）と
、記憶装置６（記憶手段）と、測定補助指示部７を備える。
【００１４】
　足関節固定装置４は、架台２の上に乗った使用者の身体３の足関節部３１を固定する。
筋電位計測装置５は、身体３の大腿部３２に装着される測定用の電極パッド５１ａ、５２
ａをそれぞれ有する測定ケーブル５１、５２を備え、これら電極パッド５１ａ、５２ａに
おいてそれぞれ検出される筋電位から左右の大腿部３２における筋放電量を計測する。記
憶装置６（記憶手段）は、足関節固定装置４によって固定される足関節部３１の固定状態
において、筋電位計測装置５により筋放電量を計測し、その計測値が略最小になったとき
、筋肉が最も弛緩している状態であるとして、その状態の身体固定状態及びそのときの筋
放電量の計測値を記憶する。測定補助指示部７は、架台２と平行に、かつ一端が足関節固
定装置４に片持ちで支持され、測定する身体３の脚部が架台２に沿って真直ぐに載置され
ているかどうかを見る目安となり、点線で囲んだＡ部の測定対象筋の測定位置までの凡そ
の距離を指示するための測定補助用指示棒である。この測定補助指示部７の他端には、大
腿部３２のＡ部の測定対象筋の周囲を巻くように帯部７１を有し、この帯部７１の周辺に
電極パッド５１ａ、５２ａが配設されている。
【００１５】
　図２（ａ）、（ｂ）は、足関節固定装置４において、左右の足関節部３１を別々に固定
した場合と、左右一緒に固定した場合のそれぞれの固定状態を示す。図２（ａ）において
、足関節固定装置４は、左右の脚部の足関節部３１を固定するためのそれぞれの足関節固
定台４１と、これらの足関節固定台４１に左右の足関節部３１を固定するそれぞれの固定
具４２ａ、４２ｂとを備えている。固定具４２ａは、足関節固定台４１に乗せられた両足
のそれぞれの足部の第一中足骨３３付近を固定し、固定具４２ｂは、それぞれのかかと内
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果３４付近を固定する。また、足関節固定装置４は、少なくとも手動により足関節固定台
４１及び固定具４２ａ、４２ｂの両方又はいずれか一方を移動できるようになっており、
足関節部３１を足関節固定台４１に固定した状態で動かすことができる。図２（ｂ）にお
いては、左右の足関節固定装置４を接近させ、足関節固定台４１上の左右の足を接触させ
た状態で両足一緒に足の側面側及び上面側から第一中足骨３３付近及びかかと内果３４付
近を固定具４２ｃ、４２ｄでそれぞれ固定している。
【００１６】
　図２（ａ）の構成において、足関節固定台４１上に固定具４２ａ、４２ｂにより固定さ
れた左右の足関節部３１は、その底屈・背屈角度および内転・外転角度への移動を拘束さ
れる。固定具４２ａ、４２ｂは、この足関節部３１を拘束した状態で底屈・背屈角度の変
動および内転・外転を行う。筋電位計測装置５は、足関節部３１を足関節固定台４１上に
固定した状態で、測定対象部の筋肉である大腿部３２に測定ケーブル５１、５２により電
気信号を加え、筋放電値を確認しながら、足関節固定装置４において固定具４２ａ、４２
ｂに拘束されて移動する足関節部３１の底屈・背屈角度および内転・外転角度を変化させ
、複数の固定状態において筋放電値の測定を行う。そして、筋放電値が略最小になったと
き、筋肉が最も弛緩している状態であるとして、その状態における底屈・背屈角度および
内転・外転角度の値を含む身体固定状態及びそのときの筋放電量の計測値を筋収縮状態測
定における最適設定条件として記憶装置６に記憶する。そして、この状態で足部の端点か
ら測定部位までの距離を測定し、測定部位の位置を確定する。
【００１７】
　この最適設定条件より、大腿部３２の筋肉が最も収縮していない一定の筋収縮状態とな
る身体固定状態を得ることができる。また、足関節固定台４１上に足部の第一中足骨３３
付近とかかと内果３４付近を接触させるように国定具４２ａ、４２ｂを取り付け、足関節
部を架台に対して自然状態となる４５度前後に固定することにより、常に同じ姿勢を取り
易くすることができ、足関節部３１の固定状態を安定させ測定精度をより高めることがで
きる。さらに、記憶装置６で筋放電値が略最小となる身体固定状態及びそのときの筋放電
量の計測値を最適設定条件として記憶し、２回目以降の測定においては、この最適設定条
件に身体固定状態及び筋放電量の測定値を合わせることができるので、筋収縮状態の測定
の再現性及び測定精度を向上することができる。また、本装置１を使用して、最適設定条
件で固定した状態で筋断面撮像等による筋断面積測定を行えば、筋断面積の測定精度を向
上することが期待できる。また、図２（ｂ）においては、両足を一緒に固定するので、足
関節部３１の固定状態を一度決定した場合は、その状態から動かないようにできるので、
測定精度を上げることができる。
【００１８】
　このように、第１の参考形態の身体固定補助装置１によれば、筋放電量を測定しながら
身体固定状態を変化させ、筋放電量の最小値に身体３を固定することにより、筋肉が最も
弛緩している状態の身体固定状態を得ることができる。また、この筋肉が最も弛緩した状
態の身体固定状態及びそのときの筋放電量の計測値を最適設定条件として、記憶装置６に
記憶することにより、以前計測したときの筋肉が最も弛緩した身体固定状態に身体３を合
わせることができるので、筋収縮測定の再現性及び測定精度を高めることができる。例え
ば、最適設定条件では、筋収縮による膝蓋骨などの位置や関節の関節幅の変化を抑制する
ことができるので、測定部位の身体固定状態を正確に合わすことができる。また、本装置
１を使用して筋収縮状態を常に略同じ状態に固定した状態で筋断面撮像等による筋断面積
測定を行えば、筋収縮による筋断面積の測定誤差を少なくでき、筋肥大等の測定精度を向
上することが期待できる。
【００１９】
　次に、本発明の第２の参考形態に係る身体固定補助装置について図３、図４を参照して
説明する。本参考形態における身体固定補助装置１は、前記第１の参考形態において、筋
収縮の測定対象部位を腕の筋肉としたものである。
【００２０】
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　図３に示すように、身体固定補助装置１は、架台２上に固定され腕関節部３５を固定す
る腕関節固定装置８（身体固定手段）を備え、この腕関節固定装置８は、左右の腕関節部
３５の底屈角度・背屈角度を固定するそれぞれの腕関節固定台８１を有する。この腕関節
固定台８１は、腕関節部３５の底屈角度・背屈角度及び内転角・外転角への移動を拘束す
る固定具８２ａ、８２ｂを備えている。固定具８２ａ、８２ｂは、腕の手首付近と肘付近
をそれぞれ固定する。
【００２１】
　筋電位計測装置５は、腕関節部３５を腕関節固定台８１に固定した状態で、腕関節部３
５の点線で囲んだＢ部の測定対象筋の周囲に電極パッド５１ａを配設し、この電極パッド
５１ａにより検出された筋電位から計測される筋放電値を確認しながら、腕関節固定装置
８により固定具８２ａ、８２ｂで拘束された腕関節部３５の底屈・背屈角度および内転・
外転角度を変化させ、複数の腕関節部３５の腕固定状態において筋放電値の測定を行う。
そして、筋放電値が略最小になったとき、筋肉が最も弛緩している状態であるとして、そ
の状態での底屈・背屈角度および内転・外転角度の値を含む腕固定状態及びそのときの筋
放電量の計測値を筋収縮状態測定における最適設定条件として記憶装置６に記憶する。こ
こでは、固定具８２ａ、８２ｂにより左右の腕を接触させて一体にした状態で腕の側面及
び上面を固定し、一度決定した固定状態から動かないようにしている。そして、この状態
で腕関節部３５の端点から測定部位までの距離を測定し、測定部位の位置を確定する。２
回目以降の測定においては、この最適設定条件に腕固定状態及び筋放電量の測定値を合わ
せることができるので、腕の筋収縮測定の再現性及び測定精度を向上することができる。
また、本装置１を使用して、最適設定条件に固定した状態で筋断面撮像等による筋断面積
測定を行えば、腕の筋断面積の測定精度を向上することが期待できる。
【００２２】
　図４は、前記第２の参考形態の変形例を示し、架台２に身体３の全身を仰向けにした状
態で右腕側の腕関節部３５を腕関節固定台８１に固定し、固定具８２ａ、８２ｂ（図示な
し）で拘束された腕関節部３５の底屈・背屈角度および内転・外転角度を変化させて腕の
筋放電値を測定するものである。この場合も、前記第２の参考形態と同様に、腕の筋収縮
状態の測定の再現性を向上することができる。
【００２３】
　このように、第２の参考形態の身体固定補助装置１及びその変形例によれば、筋放電量
を測定しながら腕関節部３５の固定状態を変化させ、筋放電量が最小になるように身体３
を固定することにより、筋肉が最も弛緩している状態の腕関節部３５の固定状態を得るこ
とができる。また、この筋肉が最も弛緩した状態の身体固定状態及びそのときの筋放電量
の計測値を最適設定条件として記憶装置６に記憶することにより、前回に計測したときの
最適設定条件の身体固定状態に合わせて筋収縮状態を測定することができる。これにより
、腕関節部３５の筋収縮状態測定の再現性及び測定精度を高めることができる。また、本
装置１を使用して、最適設定条件に固定した状態で筋断面撮像等による筋断面積測定を行
えば、腕の筋断面積の測定誤差を少なくでき、筋肥大の測定精度を向上することが期待で
きる。
【００２４】
　次に、本発明の第３の参考形態に係る身体固定補助装置について図５、図６を参照して
説明する。本参考形態に係る身体固定補助装置１は、前記第１の参考形態において、架台
２に掛かる身体３の自重などの圧力分布を計測する感圧センサ９ａ、９ｂ、９ｃを有する
ものである。なお、これらの図においては、身体固定補助装置１の形状を単純化して図示
し、筋電位計測装置５、記憶装置６、及び測定補助指示部７は図示を省略している。
【００２５】
　身体固定補助装置１において、左右の足関節部３１は、足関節固定装置４に固定され、
底屈・背屈角度及び内転・外転角度への移動が拘束されている。身体３と架台２の間には
、圧力を測定する圧力測定対象部位の足関節部３１付近、膝関節部３６付近、及び腰関節
部３７付近にそれぞれ感圧センサ９ａ、９ｂ、９ｃが装着されている。これらの感圧セン
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サ９ａ、９ｂ、９ｃは、各圧力測定対象部位の周囲と架台２との接触面の圧力を計測する
ことにより、身体３への荷重の掛かり方を測定し、筋肉の変形や筋収縮の状態を記憶する
。そして、この測定結果を基に、例えば、身体３の一部において荷重に偏りがある場合は
、この偏りによる身体３の変形を無くすように、身体固定状態を調整してこの荷重の偏り
を低減し、略一定になるようにする。これにより、荷重の偏りによる身体３の不自然な変
形を無くすことができ、筋収縮の偏りも低減できるので、筋放電値の最小値の測定精度を
向上することができる。また、本装置１を使用して、身体への荷重の偏りを無くすように
した状態で筋断面撮像等による筋断面積測定を行えば、筋断面積の測定精度を向上するこ
とが期待できる。また、筋放電値の最小値時において、各感圧センサ９ａ、９ｂ、９ｃで
測定された各荷重の値を記憶装置６で記憶しておくことにより、次回の測定時に、前回の
測定時の荷重状態を含めた身体固定状態を再現できているかどうかを確認でき、前回と同
じ筋収縮の活動状態において計測することが可能になる。
【００２６】
　また、図６は、前記第３の参考形態の変形例を示し、感圧センサ９ｄを架台２の全体に
取り付けたものである。これにより、全身の荷重面の圧力分布と位置を測定することがで
きるので、前回と同じ身体固定状態であるかどうかをより詳細に確認することができる。
【００２７】
　このように、第３の参考形態及びその変形例によれば、架台２に掛かる使用者の荷重の
圧力分布が得られるので、身体３の架台２上の身体固定状態が前回と同じであるかどうか
をより精度良く確認できる。これにより、身体３の一部への荷重の偏りがあれば修正する
ことができ、前回の測定時の圧力分布と同等になるように身体固定状態を調整することが
可能となる。従って、筋収縮測定の再現性をさらに向上することができる。また、本装置
１を使用して、筋断面撮像等による筋断面積測定を行えば、筋断面積の測定精度をさらに
向上することが期待できる。
【００２８】
　次に、本発明の実施形態に係る身体固定補助装置について図７を参照して説明する。本
実施形態の身体固定補助装置１は、前記第１の参考形態において、膝関節固定装置１１（
身体固定手段）と、足関節固定装置４及び膝関節固定装置１１の身体固定状態を計測する
状態計測装置１２（状態計測手段）と、足関節固定装置４及び膝関節固定装置１１におけ
る身体固定状態を変える制御装置１３（駆動制御手段）と、測定補助指示部７に一部が固
定され膝関節部３６を固定する固定具１１ａとをさらに備えている。足関節固定装置４は
、制御装置１３により制御されて足関節部３１をその底屈・背屈方向及び回転方向等に動
力源等で駆動する駆動部（駆動制御手段、図示なし）有し、膝関節固定装置１１は、制御
装置１３により制御されて膝関節部３６をその屈伸方向等に駆動する駆動部（駆動制御手
段、図示なし）を有している。固定具１１ａは、膝関節部３６をふらつかないように簡易
固定するものである。
【００２９】
　状態計測装置１２は、制御装置１３による、足関節部３１の底屈・背屈方向及び回転方
向への移動後の固定状態、及び膝関節部３６の屈伸方向に移動後の固定状態を計測するも
のである。また、この状態計測装置１２は、それぞれの駆動部によって足関節部３１及び
膝関節部３６が移動された量から各関節の角度や位置等の状態測定情報を得て、この状態
測定情報を記憶装置６に記憶する。
【００３０】
　制御装置１３は、筋電位計測装置５による筋放電量の計測結果と、記憶装置６に記憶さ
れている状態測定情報による過去の筋放電量の計測結果とを比較し、今回の結果が過去の
筋放電量の計測結果と異なる場合には、状態計測装置１２で計測されたそれぞれの過去の
計測状態と同じ状態になるように足関節固定装置４及び膝関節固定装置１１の両方または
いずれか一方を駆動する。そして、筋放電量が過去の測定結果と同等になるように、それ
ぞれの駆動部を制御してこれらの各固定装置４、１１による足関節部３１、膝関節部３６
の各関節を固定する角度、位置などを変化させて各固定状態を変化させ、それら各関節部



(7) JP 4917397 B2 2012.4.18

10

20

30

40

50

３１、３６を以前の固定状態になるように設定する。また、各固定状態を変化させるため
の固定する角度の制御の方向は、足関節の底屈・背屈方向及び回転、足部の内転・外転な
ど人体の関節の自由度に応じて変化させることができる。例えば、身体３の右半身の筋放
電量が多い場合は、制御装置１３が右足の関節を足関節固定装置４によって伸長・屈曲さ
せることにより、筋放電量を少なくする方向に制御させることができる。
【００３１】
　すなわち、制御装置１３は、最初に大腿部３２の筋放電量を測定するときは、筋電位計
測装置５で測定された筋放電量が最小になるように足関節固定装置４及び膝関節固定装置
１１の両方またはいずれか一方を制御して、最小値を求め、この状態に足関節部３１、膝
関節部３６を固定して、このときの固定状態を状態計測装置１２で計測してその状態計測
情報を記憶装置６に記憶する。そして、２回目以降の測定では、制御装置１３は最初の測
定で得た状態計測情報の値になるように足関節固定装置４、膝関節固定装置１１を制御す
る。これにより自動的に身体３の固定状態を前回の測定時と同じ状態に再現することがで
きる。また、制御装置１３は、２回目の測定において、最初から以前の固定状態に設定し
、この状態から、さらに、足関節部３１、膝関節部３６の固定状態を変化させて筋放電量
が最小となる状態を再測定して、この再測定して得た最小の筋放電量における測定状態を
新しい固定状態とすることにより、より迅速に精度良く最も弛緩する筋収縮状態を得るこ
とができる。
【００３２】
　このように、本実施形態による身体固定補助装置によれば、自動的に筋収縮状態が最小
となるように身体３を移動できるので、筋肉が最も弛緩している筋収縮状態の再現を効率
良く迅速に行うことが可能となる。
【００３３】
　上述した実施形態の身体固定補助装置１によれば、使用者の身体、例えば脚部の足関節
の状態を変化させながら筋収縮状態を筋電位計測装置５により計測することにより、以前
計測した筋収縮の状態を再現することができ、筋収縮測定の再現性及び測定精度を高める
ことができる。また、本装置１を使用して筋収縮状態を常に略同じ状態に固定した状態で
筋断面撮像等による筋断面積測定を行えば、筋収縮による筋断面積の測定誤差を少なくで
き、筋肥大等の測定精度を向上することが期待できる。
【００３４】
　なお、本発明は、上記実施形態に限られるものではなく、様々な変形が可能である。例
えば、身体の移動を制御できる固定装置を足関節部及び膝関節部以外の他の身体部位に設
けることにより、より詳細に固定状態を制御して、より精度の高い筋断面積の測定を行う
ことが可能となる。また、感圧センサ以外に視覚センサなど他のセンサを設けることによ
り、さらに測定精度を向上することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の第１の参考形態に係る身体固定補助装置の構成図。
【図２】（ａ）は上記身体固定補助装置の足関節固定装置における左右の足関節部の固定
状態を示す図、（ｂ）は（ａ）において左右の足関節部を一体にして固定した状態を示す
図。
【図３】本発明の第２の参考形態に係る身体固定補助装置における腕関節固定装置の構成
図。
【図４】上記参考形態の変形例の構成図。
【図５】本発明の第３の参考形態に係る身体固定補助装置の構成図。
【図６】上記参考形態の変形例の構成図。
【図７】本発明の実施形態に係る身体固定補助装置の構成図。
【図８】（ａ）は筋肉収縮がないときの筋断面積の概略図、（ｂ）は筋肉収縮があるとき
の筋断面積の概略図。
【符号の説明】
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【００３６】
　１　身体固定補助装置
　２　架台
　３　身体
　４　足関節固定装置（身体固定手段）
　５　筋電位計測装置（筋放電量計測手段）
　６　記憶装置（記憶手段）
　８　腕関節固定装置（身体固定手段）
　９ａ、９ｂ、９ｃ、９ｄ　感圧センサ
　１１　膝関節固定装置（身体固定手段）
　１１ａ　固定具（身体固定手段）
　１２　状態計測装置（状態計測手段）
　１３　制御装置（駆動制御手段）
　４１　足関節固定台（身体固定手段）
　４２ａ、４２ｂ、４２ｃ、４２ｄ　固定具（身体固定手段）
　８１　腕関節固定台（身体固定手段）
　８２ａ、８２ｂ　固定具（身体固定手段）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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